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Case 29 
  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

油送船Ｋ丸 × 貨物船Ｓ号 衝突 

名古屋港西航路･･･視程約 200m 

Ｋ丸 : 油送船 494 ﾄﾝ 乗組員 5 人 空船 名古屋港→四日市港 

船長 ：38 歳 五級海技士(航海)免許(取得後 12 年) 海上経験 15 年 

二等航海士(船橋当直) ：57 歳 四級海技士(航海)免許(取得後 32 年) 

Ｓ号 : 貨物船(中国籍) 6,734 ﾄﾝ 乗組員 21 人(国籍 中国) コンテナ貨物 3,260 ﾄﾝ 

名古屋港港外(荷役待ちのため錨泊中)→名古屋港 水先人なし 

船長(船橋当直) ：国籍 中国 47 歳 海上経験 30 年 

発生日時場所 ： 平成 16 年 5 月 17 日 06 時 54 分 名古屋港西航路 

気象     ： 霧 無風 視程約 200m 海上濃霧警報発表中 

① 13 分前 Ｋ丸船長は，離桟後にＶＨＦで海上濃霧警報の発表を知ったが，視程は約 2 海
里あり，港内はそれほど視界が悪くならないと予測。朝食をとるため，二等航海士に操船を
委ねて降橋。その後，Ｋ丸二等航海士は，視界が徐々に悪化したが船長に報告せず，霧中信号
を行わずに全速力で自動操舵により西航路の右側を航行 

④ 1 分半前～衝突 Ｋ丸が約 500m に接近し
たとき，着岸予定のバースに向かうため左転，
間もなく右舷船首至近にＫ丸を視認 
半速力後進・右舵一杯→衝突 

① 14 分前 Ｓ号船長は，三等航海士を見張りに，操舵手を手動操舵に就け，
霧中信号を行いながら，極微速力で航路の右側を航行せずに中央部に向けて進行 

② 6分前 レーダー(1.5 海里ﾚﾝｼﾞ)で右舷船首 11 度 1.3 海里に
Ｋ丸の映像を探知，Ｋ丸が出航船であることを知る。 

③ 4 分前 Ｋ丸がほぼ正船首 1,550m に接近，4.0 ﾉｯﾄの
速力で航路の中央部を続航 

② 6 分前 レーダー(3 海里ﾚﾝｼﾞ)で左舷船首 33 度 1.3
海里にＳ号の映像を探知，航路の右側を航行すれば，
左舷を対して通過できると思い，その後はレーダー監視
を十分に行わず，転針に備えて手動操舵に就いた。 

③ 4 分前 航路に沿って左転し，その右側を進行 

④ 3 分前 視程約 200m に悪化。極微
速力に減速，霧中信号を行わず，手動操
舵に就いてレーダーを見ていなかったの
で，航路中央部を反航しているＳ号に気
付かず 

⑤ 2 分半前～衝突 船長が朝食を終え昇橋。
レーダーで左舷船首 3 度 0.5 海里にＳ号の映
像を探知，機関停止したが後進にかけず，霧中
信号を開始して惰力で続航中，右舷船首至近
にＳ号を視認→半速力後進・右舵一杯→衝突 

Ｋ丸 

衝突 

霧中でも航路内 
では右側航行 

④

③
②

①

⑤

① 

③ 

④ 

② 

早朝 

Ｓ号 

Ｓ号 

Ｋ丸 
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Case 30 
  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

油送船Ｇ丸 × 貨物船Ｙ号 衝突 

伊良湖水道南方沖・・・視程約 140m

Ｇ丸 : 油送船  699 ﾄﾝ 乗組員 7 人 ｱｽﾌｧﾙﾄ 960 ﾄﾝ 大阪港堺泉北区→名古屋港 

一等航海士(船橋当直) : 54 歳 三級海技士(航海)免許 海上経験 39 年 

Ｙ号 : 貨物船(ﾍﾞﾘｰｽﾞ籍) 1,454 ﾄﾝ  乗組員 9 人 鋼管 1,857 ﾄﾝ 愛知県衣浦港→中国天津港  水先人なし

船長(船橋当直) : 国籍 中国 56 歳 海上経験 38 年 

発生日時場所 : 平成 14 年 7 月 8 日 07 時 10 分 伊良湖水道南方沖 

気象       : 霧 南風 風力 2  視程約 140m 

① 出航後間もなく視界制限状態となる 

Ｙ号船長は,自ら操船指揮をとり，甲板員を手動操舵に，機関当直中の一

等機関士を昇橋させて主機の遠隔操作に，一等航海士を補佐に就け，自動

吹鳴による霧中信号を行いながら進行。その後，視程 200m 以下に狭まる 

① 約 1 時間前(視程 1 海里以下) 当直：Ｇ丸一等航海士 

船長に報告せず，霧中信号を行わず，全速力で自動操舵により進行 

⑤ 2 分半前 船位の記入を終えてレ

ーダーを見たところ，右舷船首 10 度

0.8 海里にＹ号の映像を探知，ｱﾙﾊﾟで捕

捉してＹ号の動静を確認せず，右舷を

対して通過できるものと軽信して続航 

② 15 分前 レーダー(1.5 海里ﾚﾝｼﾞ・ｱﾙﾊﾟ付き)で船首

両舷30度0.8～1.0海里の範囲に漁船群の映像を探知し

たので，各群の中間に向けて進行 

③ 6 分前 レーダーで周囲の漁船群の映像を監視して

いたので，右舷船首 11 度 2.0 海里のＹ号が 1.5 海里ﾚﾝｼﾞ

では表示されず，Ｙ号に気付かずに続航 

④ 5分前 漁船群を通過したので 3度右転，

視程が 900m になったが，依然としてＹ号の

映像に気付かず，大幅な減速もせずに進行。

GPS の船位を海図上に記入し始めた。 

② 9分前 レーダー(3海里ﾚﾝｼﾞ)で船首方 1

海里に漁船群の映像を認め，これを避けるた

め 9 度右転し，1.5 海里ﾚﾝｼﾞに切り換える 

③ 6 分前 漁船群の映像を監視，左舷

船首 6 度 2.0 海里のＧ丸が1.5海里ﾚﾝｼﾞ

で表示されず，ﾚﾝｼﾞを切り換えなかっ

たので，Ｇ丸に気付かずに続航 

②

①

③

④

①

②

③

④

⑥

⑤早朝 

Ｙ号 

Ｇ丸船長は，視界制限時には，操船を
指揮することにしていた。そのため，「視
程が 2 海里以下となれば報告するよう」
記載した船橋当直心得を掲示するなど
して，各当直者に指示していた。 

Ｇ丸 

④ 3分半～衝突 左舷船首 5 度 1.1

海里にＧ丸の映像を探知，大幅な減

速又は停止せずに，通過距離を広

げるため小舵角で右転を開始，衝

突直前，至近にＧ丸を視認 

右舵一杯・半速力後進→衝突 
⑥ 約 2 分前～衝突 通過距

離を広げるため 10 度左転し

たが，間もなく至近にＹ号の

船影を視認，左舵一杯→衝突
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Case 31 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

貨物船Ｒ号 × 油送船Ｕ号 衝突 

三重県安乗埼東方沖・・・視程約1,100m

Ｒ号 : 貨物船(タイ籍)  13,188 ﾄﾝ  乗組員 19 人  コンテナ 3,037 ﾄﾝ 名古屋港→大阪港 水先人なし 

二等航海士(船橋当直) : 国籍 タイ  28 歳 海上経験 5 年 

Ｕ号 : 油送船(韓国籍)  1,448 ﾄﾝ  乗組員 12 人  空船 韓国釜山港→四日市港 水先人なし 

二等航海士(船橋当直) : 国籍 韓国  42 歳 海上経験 24 年 

発生日時場所 : 平成 14 年 7 月 5 日 02 時 15 分 三重県安乗埼東方沖 

気象      : 霧 無風 視程約 1,100m 

② 約 6 分前 右舷船首 7 度 2.9 海里

に接近，初認時にｱﾙﾊﾟで針路と CPA

が 0.3 海里を確認していたので，右

舷を対して無難に通過できると思い

込み，その後は動静監視を行わず 

② 約 6 分前 Ｒ号が右舷船首 1 度 2.9 海里に

接近したが，レーダー監視を十分に行ってい

なかったので，映像が船首輝線の左から右側に

替ったことに気付かず，減速せずに続航 

④ 1 分前～衝突 Ｒ号の灯火を

視認して汽笛で短音を 5 回以上

連続して吹鳴，右舵一杯→衝突

① 9 分半前 Ｒ号二等航海士は，視程約 1,100m となったが，船

長に報告せず。レーダー(6 海里ﾚﾝｼﾞ・ｱﾙﾊﾟ付き)で右舷船首 5

度 4.7 海里にＵ号の映像を探知，アルパでＵ号が針路 018 度で最接

近距離(CPA)が 0.3 海里と確認，Ｕ号とは右舷を対して通過できると

判断，霧中信号を行わず，全速力で南下した。 

① 11 分前 Ｕ号二等航海士は，視界制限状態となったことを船長

に報告せず。レーダー(6 海里ﾚﾝｼﾞ)で左舷船首 2 度 5.6 海里にＲ号の

映像を探知，映像が船首輝線の左側にあるので，左舷を対して通過で

きるものと思い，霧中信号を行わず，全速力で自動操舵により進行 

Ｒ号 

Ｕ号 

②

①

③

②

①

夜間 

③ 2 分前～衝突 右舷船首のＵ

号が，右転して急接近していること

に気付かず，全速力のまま進行 

右舷船首至近にＵ号の灯火を視

認，右舵一杯・減速→衝突 

③ 2 分前 Ｒ号と左舷を対して通過

距離を広げるため 22 度右転，Ｒ号が

左舷船首 15 度 1.0 海里となった。 
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Case 32 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

貨物船Ｔ丸 × 貨物船Ｋ丸 衝突 

大王埼南東方の熊野灘･･･視程約 800m 

Ｔ丸 : 貨物船  3,322 ﾄﾝ 乗組員 11 人 セメント 5,200 ﾄﾝ 和歌山下津港→京浜港 

船長 : 52 歳 三級海技士(航海)免許 

甲板長(船橋当直) : 45 歳 海技免許なし 海上経験 30 年 

Ｋ丸 : 貨物船  443 ﾄﾝ  乗組員 3 人 スクラップ 1,060 ﾄﾝ 千葉港→姫路港 

船長 : 54 歳 四級海技士(航海)免許 

一等航海士(船橋当直) : 55 歳 四級海技士(航海)免許 海上経験 39 年 

発生日時場所 : 平成 11 年 5 月 9 日 11 時 55 分 大王埼南東方の熊野灘 

気象      : 霧 北東風 風力 2  視程約 800m 

① 25 分前 Ｔ丸船長は，甲板長（海技免許なし）が休暇明けであり，視程約 2 海里となっていたので，

08 時から昇橋して操船の指揮を執っていたが，視程が約 2.5 海里となったので，甲板長に特に指示す

ることなく，昼食のため船橋当直を引き継いで降橋した。 

② 10 分前 甲板長は，操舵手を見張りに就けて全速力で自動操舵により進行中，レーダー(6 海里ﾚﾝ

ｼﾞ)で右舷船首 7 度 3.5 海里にＫ丸の映像を探知。カーソルを当てて動静監視を行った。 

④ 3 分前 Ｋ丸が右舷船首 7 度 1.0 海里に接近したが，視認

できず，視程が約 800m に悪化したことに気付き，操舵手に指

示して船長に視界状況を報告させたが，霧中信号を行わず，Ｋ

丸の映像がわずかに左方に変化していたので，目視してからでも

右転して避けられると思い，大幅な減速又は停止せずに続航 

⑤ 1 分半前～衝突 右舷船首 5 度 800m

にＫ丸を視認，1 分前に右舵一杯をとっ

て汽笛で短音 1 回を吹鳴，船長は，報告

を受けて昇橋準備中に汽笛音を聞いて急

いで昇橋したが，そのまま衝突 

① 19 分前(視程約 1 海里) レーダー(6 海里ﾚﾝｼﾞ・ｵﾌｾﾝﾀ)で左舷船首 7 度 7.0 海里にＴ丸の映像を探知

② 10 分前 当直交替(船長→一等航海士)  

船長は，｢一等航海士は船長経験があるから視界制限時でも当直を任せても

大丈夫｣と思い，自ら操船を指揮することなく降橋 

一等航海士は，視程が約 800m となったが，反航船は左舷船首 6 度 3.5 海里

に接近したＴ丸だけであったので，霧中信号を行わず，減速もしないで進行 

⑤ 約 1 分前～衝突 左舷船首 17 度

500m にＴ丸を視認，Ｔ丸の船尾に向

首していたので，左舵 20 度とって左

回頭中，Ｔ丸の短音 1 回を聞き，慌

てて右舵 50 度として右回頭中，衝突 

Ｔ丸 

Ｋ丸 

③ 

④

⑤

④ 

③ 

⑤

③ 約 6分前 右舷船首 8 度 2.0 海里に接近した

Ｋ丸を視認できないことから，視界の悪化を知

ったが，船長に報告せずに進行 

昼間 
③ 約 6 分前 Ｔ丸と左舷を対しての通過距離が近いので，5 度右転

④ 3 分前 Ｔ丸が左舷船首 12 度 1.0 海里に接

近。自船はフラップラダーを装備していて急旋回で

きるので，目視してからでも避けられると思い，双眼

鏡で見張りを行いながら減速せずに続航 
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Case 33 
  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LPG 船Ｓ丸 × 貨物船Ｐ号 衝突 

三重県大王埼南西方の熊野灘・・・視程約 700m

Ｓ丸 : LPG 船 699 ﾄﾝ 乗組員 6 人 塩化ﾋﾞﾆｰﾙﾓﾉﾏｰ 900 ﾄﾝ 東播磨港→鹿島港 

船長 : 49 歳 三級海技士(航海)免許 

甲板長(船橋当直) : 30 歳 海技免許なし(甲種甲板部航海当直部員の認定) 海上経験 15 年 

Ｐ号 : 貨物船(パナマ籍)  9,083 ﾄﾝ  乗組員 20 人  果物 1,580 ﾄﾝ 名古屋港→韓国鎮海港 水先人なし

船長 : 国籍 日本 51 歳 

二等航海士(船橋当直) : 国籍 ﾌｨﾘﾋﾟﾝ 27 歳 

発生日時場所 : 平成 12 年 10 月 26 日 02 時 13 分 三重県大王埼南西方の熊野灘 

気象      : 霧 北東風 風力 2  視程約 700m 

① 約 13 分前 Ｓ丸当直:甲板長 

左舷前方約 5 海里に見えていた航行船舶の灯火が

視認できなくなり，その後視界が急速に悪化し始

めたが，接近する他船がいなかったので，船長に

報告せず，霧中信号を行わず，全速力で自動操舵に

より熊野灘を北上 

② 6 分前 レーダー(6 海里ﾚﾝｼﾞ)で左舷船首 7 度 3.1 海里に

Ｐ号の映像を探知。3 海里ﾚﾝｼﾞに切り換えて動静を監視 

④ 2 分前 Ｐ号が左舷船首 7 度 0.9 海里

に接近，方位に明確な変化がなかったの

で， 左舷を対して通過するため，5 度右転 

③ 4 分前 Ｐ号が方位変化なく左舷船首 7 度 2.0

海里に接近，減速せず 

⑤ 1分前～衝突 更に 5 度右転，左舷

側至近に迫ったＰ号の灯火を視認→

左舵一杯→衝突 

① 13 分前 Ｐ号当直：二等航海士 

霧のため視界制限状態となったが，船長に報告せ

ず，霧中信号も減速も行わずに熊野灘を南下 

② 6 分前 レーダー(6 海里ﾚﾝｼﾞ)で右舷船首 3 度 3.1

海里にＳ丸の映像を探知したが，折から他の北上船

が右舷側近距離を通過していたので，これに気を取

られ，Ｓ丸の動静監視を十分に行っていなかった。

Ｐ号 

Ｓ丸 

② 

③ 

④

⑤

夜間 

④ 1分前～衝突 ほぼ正船首700mに

Ｓ丸の灯火を視認→左舵一杯→衝突 

③ 4分前 Ｓ丸が方位変化なく右舷船首

3 度 2.0 海里に接近，北上船に気を取られ，

Ｓ丸の接近に気付かず，減速せず 

Ｐ号船長(日本人)は，視界制限
時の報告などの注意事項を記
載した文書を各当直者に回覧し
て周知していた。 

Ｓ丸船長は，甲板長を初めて単独当直に就けること
にしたが，それまでの相当直時の様子から，視界制
限時には報告してくれるものと軽く考え，「何かあれ
ば報告するように」とだけ指示して降橋した。 

③

④
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Case 34 
  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

貨物船Ｓ丸 × 貨物船Ｍ丸 衝突 

三重県三木埼東方の熊野灘･･･視程約 100m 

Ｓ丸 : 貨物船 499 ﾄﾝ 乗組員 4 人 鋼材約 1,650 ﾄﾝ 兵庫県東播磨港→名古屋港 

船長(船橋当直) : 42 歳 五級海技士(航海)免許 海上経験 27 年 

Ｍ丸 : 貨物船  498 ﾄﾝ  乗組員 4 人  空船(鋼材) 千葉港→徳島県橘港 

船長 : 59 歳 三級海技士(航海)免許 

二等航海士(船橋当直) : 66 歳 五級海技士(航海)免許 海上経験 50 年 

発生日時場所 : 平成 12 年 6 月 21 日 06 時 45 分 三重県三木埼東方の熊野灘 

気象      : 霧 無風 視程約 100m 

① 26 分前(視程約 100m) Ｓ丸船長は，自動吹鳴に

より霧中信号を開始，全速力で自動操舵により進行 

② 8分半前 レーダー(3 海里ﾚﾝｼﾞ)で左舷船首 4

度 3.0 海里にＳ丸の映像を探知 

① 19 分前(視程約 100m) Ｍ丸二等航海士は，行会い船が少なかったこと

から，船長に報告せず，霧中信号を行わずに全速力で自動操舵により進行 Ｍ丸船長は，各当直者
に対し，視程が 0.5 海里
となれば報告するよう指
示していたが，徹底して
いなかった。 

Ｓ丸 

Ｍ丸 

④ 1 分前～衝突 Ｓ丸が船首方 620m

に接近，予想外に接近したので危険を

感じ，右舵一杯とするとともに船長に

電話で昇橋を求めて右転中，衝突 

③

②

②

①

③
 

左舷を対して 

少なくとも 0.5 海里は

離して通過したいね 

③ 5 分半前 Ｓ丸が左舷船首 2.5 度 2.0 海里となり，

方位が少し左に変化していたことと，Ｓ丸の残像の

伸び方から，Ｓ丸が前路を右方へ通過すると判断

し，その後，大幅な減速又は停止もせずに続航 

② 17 分前 レーダー(12 海里ﾚﾝｼﾞ)で右舷船首 4 度 6 海里

にＭ丸の映像を探知，手動操舵に切り換えて続航 

早朝 

③ 5 分半前～衝突 Ｍ丸が右舷船

首 5.5 度 2.0 海里に接近，Ｍ丸の映像

の変化を目視していただけで右舷を対

して通過できるものと軽信し，大幅な

減速又は停止せずに続航 

衝突直前に船首至近にＭ丸を視認

→機関停止・右舵一杯→衝突 
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Case 35 
  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

油送船Ｋ丸 × ｹﾐｶﾙﾀﾝｶｰＮ丸 衝突

熊野灘･･･視程約 250m 

Ｋ丸 : 油送船 697 ﾄﾝ 乗組員 7 人 DM ﾘﾌｫｰﾒｲﾄ(粗ﾍﾞﾝｾﾞﾝの一種)2,000kl 四日市港→松山港 

船長 : 55 歳 (乗組員 6 人死亡のため船橋当直者不詳) 

Ｎ丸 : ｹﾐｶﾙﾀﾝｶｰ  499 ﾄﾝ  乗組員 5 人  脱酸ﾅﾌﾀﾘﾝ 203 ﾄﾝ及びｸﾚｵｿｰﾄ油 805 ﾄﾝ 水島港→千葉港 

船長 : 60 歳 五級海技士(航海)免許(取得後 36 年) 海上経験 36 年 

一等航海士(船橋当直) : 53 歳 三級海技士(航海)免許(取得後 16 年) 海上経験 38 年 

発生日時場所 : 平成 17 年 7 月 15 日 04 時 05 分 熊野灘 

気象       : 霧 無風  視程約 250m 海上濃霧警報発表中 

Ｎ丸船長は，四国沖北部に海上濃霧警報が発表され，当直中も時折霧がかかることがあり，航行予定

の熊野灘でも視界の悪化が予想されたので，次直の二等航海士に｢濃い霧がかかることがあるので気を付けるこ

と，危ないと思えば大きく避航すること，不安を感じたら起こすように｣と指示して船橋当直を引き継いだ。 

Ｎ丸二等航海士は，熊野灘の梶取埼に差し掛かったころ，視程 1 海里になったが船長に報告せず，予定針

路線より陸岸寄りであったので，針路を 070 度として全速力で自動操舵により北上した。 

② 14 分半前 レーダー(6 海里ﾚﾝｼﾞ)で左舷船首 13 度 4.5 海里に

Ｋ丸の映像を探知，方位がわずかに左方に変化するのを認めた。 

⑤ 衝突直前 Ｋ丸の右舷灯

を視認→左舵一杯→衝突 

④ 7 分前 Ｋ丸が左舷船首 29 度

2.15 海里に接近したことを認めたも

のの，左舷を対して通過できると思

い込み，その後もレーダー監視不十

分でＫ丸が左転したことに気付か

ず，大幅な減速又は停止せずに進行

Ｋ丸 

Ｎ丸 

衝突炎上するＫ丸 

(乗組員6人死亡) 

夜間

① 20 分前 二等航海士は，次直の一等航海士に対し，自船の針路，霧が濃いこと，右舷前方に反航船がいるこ

との 3 点を引き継いで当直を交替した。一等航海士は，間もなく視程 0.5 海里以下となったが，他船と危険な

状態になれば船長に報告するつもりで，直ちに船長に報告せず，霧中信号も減速もせずに全速力のまま自動

操舵により進行 

③ 12 分前 Ｋ丸が左舷船首 14 度 3.7 海里に接近したので，通過距

離を広げるため 15 度右転，このころＫ丸が左転したが，自船が右転

したのでＫ丸とは左舷を対して通過できると思い，右舷前方遠距離に探

知した他船の映像を注視していたので，Ｋ丸の左転に気付かずに続航 

① 20 分前 針路 230 度，全速力で南下 

 (乗組員死亡のため，Ｋ丸の運航の詳細は不詳)  

② 12分前 24 度左転，視界制限状態

となったが，減速せずに進行 

③ 7 分前～衝突 Ｎ丸が右舷船首 30 度 2.15

海里に接近，大幅な減速又は停止せずに続航

衝突直前に機関停止→衝突 

Ｋ丸は，炎上して船長ほか 5 人が死亡，1 人が重

傷を負った。 
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Case 36 
  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｹﾐｶﾙﾀﾝｶｰＫ丸 × 貨物船Ｋ号 衝突 

和歌山県樫野埼東方沖･･･視程約 200m 

Ｋ丸 : ｹﾐｶﾙﾀﾝｶｰ 365 ﾄﾝ 乗組員 5 人 酢酸ﾌﾞﾁﾙ等 310 ﾄﾝ 四日市港→大阪港 

船長 :  56 歳 四級海技士(航海)免許 (取得後 33 年) 海上経験 40 年 

一等航海士(船橋当直) : 55 歳 四級海技士(航海)免許(取得後 11 年) 海上経験 30 年 

Ｋ号 : 貨物船 (ｶﾝﾎﾞｼﾞｱ籍)  1,369 ﾄﾝ  乗組員 8 人  大豆 1,382 ﾄﾝ 中国大連港→京浜港  水先人なし 

船長(船橋当直) : 国籍 中国 35 歳 

発生日時場所 : 平成 17 年 7 月 15 日 21 時 59 分 和歌山県樫野埼東方沖 

気象      : 霧 無風 視程約 200m 海上濃霧警報発表中 

① 24 分前 Ｋ丸一等航海士は，視程 1 海里以下となったが，船長

に報告せず，相手船を 0.5 海里で視認してからでも避航できるので，目

視による見張りだけを行いながら全速力で自動操舵により進行 

② 9 分前 視程 0.7 海里となったが，霧中信号も減速

もせず，レーダー見張りを行っていなかったので，右舷

船首 10 度 2.5 海里に接近したＫ号に気付かず 

③ 約 4 分前 更に視界が悪化，レーダーで右舷船首

13 度 1.0 海里にＫ号の映像を探知，エコートレイル(残

像表示機能)を ON として短時間Ｋ号の残像を見ただけ

で，右舷を対して通過できると判断，その後はレーダ

ーから離れ，大幅な減速又は停止せずに続航 

① 21 分前 Ｋ号船長は，視程 0.5 海里となったので，燃料油をＡ重油

への切替えを指示，霧中信号を行わずに全速力で自動操舵により進行 

② 9 分前 レーダー(3 海里ﾚﾝｼﾞ・ｵﾌｾﾝﾀ)で正船首 2.5 海

里にＫ丸の映像を探知したので，互いに右転すれば左舷を

対して通過できると判断，9 度右転して続航 

③ 7 分前 燃料油の切替えを終え，微速力 6.0 ﾉ

ｯﾄに減速して進行 

④ 約4分前 Ｋ丸の方位に明確な変化

がないまま左舷船首 7 度 1.0 海里に接近

したので，小角度での右転を行う。 

Ｋ号 

樫野埼東方沖 

② 

④

③

② 

③ 

④

⑤ 

④ 3 分前～衝突 視界が更に悪化したので半

速力に減じたが停止せず，窓ガラスを拭いた

り，探照灯を照射したりしてＫ号を視認しよ

うとしていたところ，衝突直前に右舷船首至

近にＫ号の灯火を視認 (視程が約 200m) 

右舵一杯・全速力後進→衝突 

夜間 

⑤ 2 分前～衝突 更に小角度で

右転，直前に左舷船首至近にＫ丸

の灯火を視認，右舵一杯→衝突 

Ｋ丸の運航管理会社は，運航管理規程を定めてＫ丸に送付していたが，視界制限時の運航につい
て各船に十分説明を行っていなかったので，乗組員に周知・徹底されていないなど，運航管理が十分に行
われていなかった。Ｋ丸船長は，運航管理規程に基づく運航基準の内容を十分に確認していなかったので，
各当直者に対し，報告すべき視程について具体的な数値を示していなかった。 

Ｋ丸 
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Case 37 
  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｹﾐｶﾙﾀﾝｶｰＴ丸 × ｹﾐｶﾙﾀﾝｶｰＳ丸 衝突

和歌山県樫野埼東方沖・・・視程約 100m 

Ｔ丸 : ｹﾐｶﾙﾀﾝｶｰ 199 ﾄﾝ 乗組員 4 人 空船(塩酸) 名古屋港→徳山下松港 

機関長(船橋当直)  : 55 歳 五級海技士(航海・機関)免許 海上経験 37 年 

Ｓ丸 : ｹﾐｶﾙﾀﾝｶｰ  198 ﾄﾝ  乗組員 3 人  塩酸 200 ﾄﾝ 大阪港→名古屋港 

一等航海士(船橋当直) : 49 歳 五級海技士(航海)免許 (取得後 28 年) 海上経験 35 年 

発生日時場所 : 平成 17 年 7 月 14 日 21 時 25 分 和歌山県樫野埼東方沖 

気象      : 霧 東北東風 風力 1  視程約 100m 

① 20 分前 船橋当直中の機関長は，視程 1 海里以下となったが，

霧に濃淡があったのでしばらく様子を見ることにし，船長に報告し

なかった。霧中信号を行わず，8.0 ﾉｯﾄに減速して手動操舵で進行 

② 約 7 分前 視程約 100m となったものの船長に報

告せず，Ｓ丸が左舷船首 4 度 2.0 海里を反航していた

が，レーダーを 1.5 海里ﾚﾝｼﾞにしていたので，Ｓ丸

の映像が表示されず，Ｓ丸に気付かずに続航 

③ 約 5 分前 左舷船首 4 度 1.5 海里にＳ丸

の映像を探知，反航船であることを認めた

が，映像が船首輝線の左側にあったので，左

舷を対して通過できると判断，いずれＳ丸が

見えてくると思い，その後はレーダー監視を

行わずに，左舷方を注視して進行 

④ 衝突直前 左舷船首至近にＳ丸の緑灯

を視認，左舵一杯→衝突 

② 8 分半前 レーダー(1.5 海里ﾚﾝｼﾞ・ｵﾌｾﾝﾀ)で右舷船

首 5 度 2.5 海里にＴ丸の映像を探知，一旦，Ｔ丸の映像に

向く針路 045 度として続航，Ｔ丸の映像がほぼ船首輝線

上を接近していたので，Ｔ丸が反方位の針路と判断 

③ 約 7 分前 Ｔ丸が右舷船首 4 度 2.0 海里に

接近，右舷を対して通過できるよう 5 度左転，そ

の後，レーダー映像の監視を十分に行わずに，

視界が 100m に悪化した中，船長に報告せず，減

速もせずに進行 

④ 1 分半前 右舷船首方 850m にＴ

丸の映像を探知したが，右舷を対し

て通過できると思い込み，大幅な減

速も停止もせずに，通過距離を広げ

ようと更に少しだけ左転 

⑤ 衝突直前 右舷船首至近に

Ｔ丸の紅灯を視認，左舵→衝突

船長は，運航管理者から運航管理規程に基づく視界制限時の運航基準を遵守するよう
訪船指導を受け，各当直者に対して，視程 1 海里以下となれば報告するよう指示していた 

船長は，運航管理者から運航管理規程に基づく視界制限時の運航基準を遵守するよう訪船指導を
受け，各当直者に対して，視程 1 海里以下となれば報告するよう指示していた 

① 約 15 分前 視程 1 海里以下となったが，すぐに晴れ

ると思い，船長に報告せず，霧中信号を行わず，9.7 ﾉｯﾄ

の速力で手動操舵により進行 

Ｓ丸 

樫野埼東方沖 

夜間 

Ｔ丸 




